
ヤマダLABI ANAマイレージクラブカードセゾン・アメリカン・エキスプレス®・カード特約

第1条（カード名称）
株式会社クレディセゾン（以下「当社」という）が株式会社ヤマダＬＡＢＩカード（以下「ヤマダＬＡＢＩカード」という）及
び全⽇本空輸株式会社（以下「ANA」という）と提携して発⾏するカードをヤマダLABI ANAマイレージクラブカードセゾン・
アメリカン・エキスプレス・カード（以下「本カード」という）と称します。

第2条（カードの発⾏）
（1）お客様が、本特約、セゾンカード規約、ヤマダポイントカード会員⼝座ご利⽤規定、ヤマダ ケイタイdeポイントご利⽤規
約及びANAマイレージクラブ会員規約を承認し、ヤマダＬＡＢＩカード、ANA及び当社（以下「3者」という）に本カードのご
利⽤のお申込をされ、3者が本カードのご利⽤を承諾した⽅（以下「本会員」という）に、本カードを発⾏いたします。契約
は、3者が承諾した⽇に成⽴するものとします。
（2）本カードについては、セゾンカード規約 セゾン・アメリカン・エキスプレス・カードの特則第6条（セゾンカードイン
ターナショナルアメリカン・エキスプレス・カード）のセゾンカードインターナショナルアメリカン・エキスプレス・カードを
本カードに読み替えた上で同条を適⽤します。

第3条（特典及びサービスの利⽤）
1．本会員は、ヤマダＬＡＢＩカードが提供する特典及びサービスを受ける場合、ヤマダＬＡＢＩカード所定の⽅法でその提供
を受けるものとします。なお、ヤマダポイント機能部分については、本特約及びヤマダポイントカード会員⼝座ご利⽤規定、ヤ
マダ ケイタイdeポイントご利⽤規約に基づき提供されます。
2．本会員は、ANAが提供する特典及びサービスを受ける場合、ANA所定の⽅法でその提供を受けるものとします。
3．本会員は、当社が提供する特典及びサービスを受ける場合、当社所定の⽅法でその提供を受けるものとします。

第4条（届出事項の変更）
会員が届け出た⽒名、住所、電話番号等に変更があった場合は、会員は当社所定の⽅法にて当社あてに届け出るものとします。
また、会員は当社に届け出た変更事項については、別途ANAに対し、「ANAマイレージクラブ会員規約」に定める届出が必要と
なります。

第5条（カードの年会費）
本会員は、カード⼊会の次年度以降、年毎に所定の年会費を⽀払うものとします。但し、本会員が前年度に本カードのご利⽤が
ある場合には、本会員は該当する年の年会費の⽀払いを免除されるものとします。なお、年度とはカード⼊会をした⽇の属する
⽉の1⽇から1年間を指します。

第6条（弁済⾦等の⽀払⽅法等）
（1）セゾンカード規約第7条（弁済⾦等の⽀払⽅法等）（2）の会員にご利⽤の都度ご指定いただくお⽀払⽅法に分割払いを追
加します。⼜、次の事項を追加します。
⑥分割払い－商品購⼊代⾦締切後の各お⽀払⽇に、当該商品の現⾦価格に下表により算出した分割払⼿数料を加算した⾦額を当
該商品購⼊時に指定した⽀払回数で割った⾦額を⽀払う⽅法です。但し、各お⽀払⽇の⽀払⾦額の単位は1円とし、端数が発⽣
した場合は初回に算⼊いたします。なお、⽀払回数、⽀払期間、実質年率、⼿数料は下表の通りとなります。

（例）現⾦価格10万円、10回払いの時
○分割払⼿数料 10万円×（5．7円／100円）＝5，700円
○⽀払総額 10万円＋5，700円＝105，700円
○⽉々の分割⽀払⾦ 105，700円÷10回＝10，570円

⽀払回数（回） 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

⽀払期間（ヶ⽉） 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

実質年率（％） 10.3 10.9 11.4 11.7 11.9 12.1 12.2 12.3 12.4 12.4

現⾦価格100円当たりの
⼿数料の額（円）

1.71 2.28 2.85 3.42 3.99 4.56 5.13 5.70 6.27 6.84

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

12.5 12.5 12.6 12.6 12.6 12.6 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7

7.41 7.98 8.55 9.12 9.69 10.26 10.83 11.40 11.97 12.54 13.11 13.68



25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6

14.25 14.82 15.39 15.96 16.53 17.10 17.67 18.24 18.81 19.38 19.95 20.52

（2）セゾンカード規約第7条（4）の「分割⽀払⾦」に（1）で算出した各回のお⽀払い⾦額を含めます。
（3）セゾンカード規約第7条（3）①⽀払⽅法の変更（分割払い）を利⽤した場合は、（1）の表が適⽤されます。
（4）分割払いについては、セゾンカード規約第7条（3）④の⽀払⽅法の⾃動変更サービスは適⽤いたしません。

第7条（遅延損害⾦）
前条の分割⽀払⾦のお⽀払いが遅れた場合及びセゾンカード規約第20条（期限の利益喪失）（1）⼜は（2）のいずれかに該当
した場合の遅延損害⾦については、セゾンカード規約第8条（遅延損害⾦）を適⽤します。

第8条（早期完済の場合の特約）
分割払いの場合に、本会員が当初の契約の通りにお⽀払いされ、かつ約定⽀払期間の中途で残債務を⼀括してお⽀払いいただい
た場合、本会員は78分法⼜はこれに準じる計算⽅法により算出された期限未到来の分割払⼿数料のうち当社の定めた割合によ
る⾦額の払戻しを当社に請求することができます。

第9条（会員資格の喪失）
1．セゾンカード規約第23条（会員資格の喪失等）に次の事項を追加します。
（1）⑪ヤマダLABIカードが本会員として不適当であると判断したとき。
    ⑫本会員がANAマイレージクラブ会員の会員資格を喪失したとき。
2．本会員は、本カードの会員資格を喪失した場合、ヤマダポイント⼝座会員資格及びANAマイレージクラブ会員資格も喪失し
ます。

第10条（本規約の変更等の準⽤）
セゾンカード規約第19条（本規約の変更等）の規定は、本特約の変更について準⽤します。この場合において、セゾンカード
規約第19条（本規約の変更等）中「本規約」とあるのは、「本特約」と読み替えるものとします。
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ヤマダポイントカード会員⼝座ご利⽤規定

1．株式会社ヤマダＬＡＢＩカード（以下、「ヤマダＬＡＢＩカード」と称します。）と株式会社クレディセゾンが提携して発
⾏する「ヤマダLABIカード」（以下、「本カード」と称します。）はヤマダポイント⼝座会員（以下「会員」と称します。）
であることを証明するものです。第13項に定める使⽤可能店舗でお買い物の際には、精算頂く前に必ず係員にご提⽰下さい。
店頭のPOS・コンピュータで会員特典を提供させて頂きます。カードのご提⽰がない場合は、会員特典のご利⽤はできませんの
でご注意下さい。ポイントの利⽤は、次回以降となります。

2．会員が、本カードの会員資格を喪失した場合⼜はヤマダLABIカード会員規約に定める年会費をお⽀払いいただかない場合に
は、その理由に拘わらず、ポイントは全て失効されます。会員はそれを予め承諾したものとします。

3．本カードのご利⽤は会員ご本⼈に限ります。他⼈への貸与や譲渡・売買はできません。カードの紛失、盗難などによるポイ
ント失効につきましては、ヤマダＬＡＢＩカードは⼀切その責任を負いかねます。

4．会員特典として、お買い上げ時に、商品、商品価格に応じてポイントを提供し、会員⼝座に振り込みます。ポイント特典
は、代引きお買い上げ、お振込み等による販売、および値引きのある場合にはございません。⼜、商品価格が少額で、1ポイン
ト未満の場合は、割愛させて頂きます。会員⼝座に振込まれたポイントは、次回お買い物時にカードをご提⽰頂きますと、1ポ
イント＝1円でお⽀払いの⼀部に充当することができます。但し、初回ポイントのご利⽤は翌⽇からとさせて頂きます。⼜、⼝
座に蓄えておくこともできますので、ご利⽤⽅法を係員にお申し付け下さい。ポイントのお⽀払いへの充当は、現⾦、デビット
カード、クレジット、ローン販売時に限ります。カードをご提⽰頂きお買い上げ登録すると、レシートに会員⼝座の残⾼（ポイ
ント残⾼）を表⽰致します。



5．会員⼝座にお預かりしているポイントは、お⽀払いの⼀部に充当することができますが、ポイントの釣り銭、換⾦は致しま
せんので、ご注意下さい。

6．会員⼝座にお預かりしたポイントのご利⽤有効期限は最終ご利⽤⽇から1ヵ年間とします。最終利⽤⽇より1ヵ年ご利⽤のな
い場合、お預かりしたポイントはクリアされ失効します。なお、オンライン等に障害が⽣じた場合、⼀時的にカードのご利⽤が
できなくなることもあります。予めご了承下さい。

7．通常のポイントの他、特別ポイントサービスも実施させて頂きます。特別ポイントサービスについては、有効期間や利⽤⽅
法が通常ポイントと異なる条件となる場合がございますのでご了承ください。詳しくは店頭係員にお問い合わせ下さい。

8．カード利⽤購⼊商品のご返品は、レシートと共に、必ずカードをご提⽰下さい。

9．複数枚のカードをお持ちの場合、たまったポイントのご使⽤は1枚のみとさせて頂きます。複数枚カードのポイントの1本化
はできません。

10．お⽀払い⽅法、商品により、進呈するポイントが異なります。貯まったポイントでのお買い物は、ポイント加算対象外と
なります。内⾦を頂いて商品をご注⽂頂いた場合の、残⾦に対してのポイント加算は致しません。また残⾦に対してのポイント
でのお⽀払いはできませんので、ご了承下さい。ポイント対象外商品・部品もございますので、店頭にてご確認下さい。また、
1回のお買い物でポイントのご利⽤限度額は、上限を10万ポイントとさせて頂きます。

11．ヤマダＬＡＢＩカードは、このカードプログラムおよび規約の内容を予告なしに変更・中⽌できる権利を有しておりま
す。会員は、それを予め承諾したものとします。

12．会員⼝座ご利⽤規定に変更があった場合、第13項で定める使⽤可能店舗の店頭にてお知らせ致します。

13．使⽤可能店舗は国内のヤマダホールディングスグループ店舗といたします。（⼀部店舗を除きます。）

14．カードをお持ちであっても同業者の⽅にはご利⽤をお断りすることがございます。

ヤマダポイントカード会員⼝座ご利⽤規定 個⼈情報同意条項

第1条（個⼈情報の収集・保有・利⽤・預託）
会員は、株式会社ヤマダＬＡＢＩカード（以下「ヤマダＬＡＢＩカード」と称します。）が会員の個⼈情報につき必要な保護措
置を⾏った上で以下の通り、株式会社ヤマダホールディングス及びヤマダホールディングスグループ（以下、⼀括して「提携企
業等」という）と共同して取り扱うことに同意致します。
（1）ポイントカードサービスの運営上、以下の個⼈情報を収集・利⽤していく事。
①会員カードの利⽤内容・利⽤履歴（購買履歴を含む）
②⽒名・⽣年⽉⽇・住所・電話番号等、会員が⼊会申し込み時に届け出た事項
（2）以下の目的のために、上記（1）の②個⼈情報を利⽤する事。
①カードの機能・付帯サービスの提供
②提携企業等の営業案内・DMの送付
③マーケティング活動・商品開発
④商品配送および商品設置⼯事
ただし②に関して会員から中⽌を申し出られた場合には、提携企業等の業務上⽀障のない範囲で、これを中⽌致します。
（3）ヤマダＬＡＢＩカードが個⼈情報の提供に関する契約を締結した提携企業等が、会員に提携企業等のサービス等を提供す
るため、個⼈情報のうち、（1）①および②の個⼈情報を提携企業等と共同利⽤する事。
（4）ヤマダＬＡＢＩカードが本業務を委託する場合に、業務の遂⾏に必要な範囲で個⼈情報を当該業務委託先に預託する事。

第2条（個⼈情報の開⽰・訂正・削除）
1．会員は、ヤマダＬＡＢＩカードおよび提携企業等（以下、「両社」と称します。）に対して、⾃⼰に関する個⼈情報を開⽰
するよう請求する事が出来ます。
2．万⼀登録内容が不正確または誤りがあった場合、または本カードの利⽤停⽌の申し出がありました場合、両社は速やかに訂
正または削除に応じるものとします。（なお、本条についてのお問い合わせ・お申し出の窓⼝は、本規約末尾に記載してござい
ます。）

第3条（個⼈情報の取り扱いに関する不同意）
提携企業等は、会員が⼊会の申し込みに必要な事項の記載を希望されない場合、または本規約に定める個⼈情報の取り扱いにつ
いて承諾されない場合は、ご⼊会をお断りする事や退会の⼿続きをとる場合があります。なお、第1条2項に定める提携企業等



の営業案内・DM配布に対する中⽌のお申し出があっても、ご⼊会をお断りする事や、退会の⼿続きをとる事はございません。

第4条（⼊会申し込みの事実の利⽤）
ヤマダＬＡＢＩカードがご⼊会を承諾しない場合であっても、⼊会申し込みをされた事実が存在した場合、承諾をしない理由の
如何を問わず、第1条の定めに基づき⼀定期間利⽤されますが、それ以外に利⽤されることはございません。

【問い合わせ・相談窓⼝】
株式会社ヤマダＬＡＢＩカード
群⾺県⾼崎市栄町1-1 12階
TEL 027-345-8850


